
復興支援ニュース ４月号 
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平成２９年４月 
 宮城県東部保健福祉事務所 

（宮城県石巻保健所） 
Vol.68 

〇石巻市にお住まいの方 石巻市社会福祉事務所 保護課(石巻市役所２階) TEL：0225-95-1111(代表) 

〇東松島市にお住まいの方 東松島市くらし安心サポートセンター 

（被災者サポートセンター内） 

TEL：0225-98-6925 

〇女川町にお住まいの方 宮城県北部自立支援センター ひありんく 

※第２水曜日はまちなか交流館，第４水曜日は勤労青

少年センターにて移動相談を実施しています。 

時間：10:00～15:00 

TEL：0229-25-5581 

 

 様々な理由により，生活に困りごとを抱え

ている方，働いている中で悩みを抱えている

方，これから働きたいと思っているけれども

上手くいかない方などの悩みを専門の相談

支援員がお聞きし，問題解決に向けてご本人

と一緒に考え，支援を行います。どうぞお気

軽にご相談ください。 

 相談窓口にお越しになれない方は，電話で

の相談も受け付けております。詳しくは下記

の連絡先へご相談ください。 

生活困窮者自立支援制度のご案内 

 

【支援の流れ】 

東日本大震災に係る手数料の減免措置が延長

されました 

東日本大震災により被災された県民や事業者に対する各

種手数料の減免が，平成３０年３月３１日まで延長されまし

た。当所における主な対象は次のとおりですが，詳細は当所

までお問い合わせください。 

●営業活動再開のために必要な許可等 

震災発生時に許可等を受けていた施設が被災し，従前の業

務を再開するにあたり，新たに宮城県知事の許可等を取得す

る場合，許可申請手数料が免除になります。 

例）飲食店営業等食品衛生許可，旅館業許可等の申請手数料 

●各種証明書等の再交付 

震災により免許を亡失・汚損した方で免許証等の再交付を

申請する場合，手数料が免除になります。 

例）准看護師免許証，調理師免許証，栄養士免許証，クリー

ニング師免許証等の再交付手数料 

問い合わせ先：企画総務班 電話：0225-95-1416 

東日本大震災石巻市追悼式（３.１１） 

震災後６回目の３月１１日を迎え，震災の

犠牲となられた方々への追悼と，復興，再生，

発展を遂げていく決意を新たにするため，石

巻市の河北総合センター「ビッグバン」で追

悼式が執り行われました。 

管内の各市町でも追悼式や慰霊祭が行わ

れ，午後２時４６分に黙祷が捧げられました。 

「犠牲者に対する追悼の意を表し記憶を風

化させることなく後世に伝え，東日本大震災

からの復興を誓う日」として県の条例で定め

た「みやぎ鎮 

魂の日」も今 

年４回目を迎 

えました。 

【追悼式の様子】 
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 新潟県からまいりました野
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と申します。 

 １年間の派遣になりますが，家族や友達にも来て

もらい，石巻の四季や地域の行事などを楽しみたい

と思っています。 

 皆様に色々と教えていただきながら，頑張りたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。

【野﨑保健師】 

 

 

問い合わせ先  ご意見・ご感想をお寄せ下さい 

宮城県東部保健福祉事務所（石巻保健所） 

復興支援情報発信チーム 

HP：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-hc/ 

Mail：et-hc@pref.miyagi.lg.jp 

T e l：0225-95-1416（代表）  

F a x：0225-94-8982 

 

 

 

ひとりで悩まずに 

こころの相談をしてみませんか 

 眠れない，気分が落ち込む，お酒がやめられな

い，家族がひきこもっている……などでお悩みの

方に，当所では専門家による「こころの相談」を

行っております。 

 まずは，当所保健師にご連絡ください。 

※事前予約制 担当：母子・障害班 

電話：0225-95-1431 

内容 相談日 場所 

精神保健 

福祉相談 

4月26日(水) 県石巻合同庁舎 

5月10日(水) 女川町保健ｾﾝﾀｰ 

5月24日(水) 牡鹿総合支所 

アルコール 

関係相談 
4月21日(金) 県石巻合同庁舎 

思春期・青年期等 

ひきこもり相談 
5月10日(水) 県石巻合同庁舎 

 

新潟県派遣職員紹介 

「石巻圏域大規模災害時在宅酸素療法患者支援システム運用協定」締結式 

３月７日（火）に石巻赤十字病院災害医療研修センタ

ー講堂で，「石巻圏域大規模災害時在宅酸素療法患者支援

システム運用協定」の締結式が，１５の関係団体により

行われました。 

東日本大震災では，石巻赤十字病院は，院内に在宅酸

素療法患者（以下「HOT 患者」という。）が酸素吸入で

きる避難所である「HOT センター」を開設し，救護と治

療を行いましたが，HOT 患者の情報が正しく収集でき

ず，適切な酸素管理がスムーズに進められないなどの問

題が生じました。 

こうしたことから，災害弱者である HOT 患者の生命を

守るため，石巻地区地域医療対策委員会で，石巻赤十字

病院，石巻管内自治体，郡市医師会，在宅酸素事業者に

より議論を行い ，HOT 患者が市町に登録を行い，市町

はその情報を事前に石巻赤十字病院に提供し，大規模災

害発生時に開設する HOT センターにおいて登録情報を

活用して円滑に酸素を供給する支援システムを構築しま

した。 

関係者の役割を明確にするため，石巻管内の３市町，２

つの郡市医師会，石巻赤十字病院，８つの在宅酸素事業

者，保健所により協定を締結しました。 

支援システムは，平成２９年４月から運用を開始してい

ます。 

    

 

     【締結式の様子】 

                                                                                                                      

こうしたことから，災害弱者である HOT 患者の生命を守るため，石巻地区地域医療対策委員会で，

石巻赤十字病院，石巻管内自治体，郡市医師会，在宅酸素事業者により検討した結果，HOT 患者が市

町に登録を行い，市町はその情報を事前に石巻赤十字病院に提供し，大規模災害発生時に開設する HOT

センターにおいて登録情報を活用して円滑に酸素を供給する支援システムを構築しました。 

関係者の役割を明確にするため，石巻管内の３市町，２つの郡市医師会，石巻赤十字病院，８つの

在宅酸素事業者，保健所により協定を締結しました。 

支援システムは，平成２９年４月から運用を開始しています。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-hc/

